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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 漁船 第十二仁洋丸 

   漁船登録番号 ＹＧ２－７８８５ 

   総 ト ン 数 ７５トン 

 

   船 種 船 名 漁船 康成丸 

   漁船登録番号 ＹＧ３－４５３５８ 

   総 ト ン 数 ２.９８トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年９月４日 １９時４０分ごろ 

   発 生 場 所 福岡県北九州市藍島東方沖 

           大藻路岩灯標から真方位１００°１.７５海里付近 

           （概位 北緯３４°００.３′ 東経１３０°５０.８′） 

 

 

                      平成２１年１２月１０日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

漁船第十二仁
じん

洋
よう

丸は、船長ほか９人が乗り組み、漁場に向かって福岡県北九州市藍
あいの

島
しま

東方沖を北西進中、また、漁船康
こう

成
せい

丸は、船長が１人で乗り組み、底引き網を揚網

中、平成２０年９月４日１９時４０分ごろ両船が衝突した。 

康成丸は沈没し、第十二仁洋丸は船首に擦過傷が生じたが、いずれも死傷者はいな

かった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故を門司地方海難審判理事所か

ら引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官

を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１１月４日、２１日、２７日、1２月４日 口述聴取 

  平成２１年５月１８日、８月７日 現場調査及び口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第十二仁洋丸（以下「Ａ船」という。）の船長（以

下「船長Ａ」という。）、甲板員（以下「甲板員Ａ１」という。）及び別の甲板員（以下

「甲板員Ａ２」という。）並びに康成丸（以下「Ｂ船」という。）船長（以下「船長Ｂ」

という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    Ａ船は、第十一仁洋丸（以下「Ｃ船」という。）とともに２艘
そう

沖合底引き網漁

業に従事する漁船で、船長Ａほか９人が乗り組み、平成２０年９月４日１８時

５０分ごろ下関漁港を出港して対馬沖の漁場に向かった。 

    船長Ａは、操船指揮に当たり、甲板員Ａ１を手動操舵及び見張りにつけて山

口県彦島大橋を通過し、機関を毎分回転数（rpm）約３２０とし、約８ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、先行するＣ船に約０.２３海里（Ｍ）

の距離を保って、追尾しながら北西進した。 

    船長Ａは、目的の漁場をＣ船から知らされていなかったが、このことはいつ

ものことで、漁場との往復では、Ｃ船を船首目標として距離をあまり開けずに

ただ後続すれば、船位を求めなくとも容易に目的地に向かうことができ、また

他船との見合い関係についても、Ｃ船に従っていれば安全に航行できるものと

考え、操舵の甲板員を指揮していた。 
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    衝突の約１０分前、藍島東方を北西進中、甲板員Ａ１は、目視によりＣ船を

右舷船首５～１０°に見て、たまに０.２５Ｍレンジとしたレーダーで約 

０.２３Ｍとして追尾していたが、Ｂ船の灯火には気付いていなかった。 

    船長Ａは右舷側の腰掛けに座っていたが、Ｂ船の灯火及びレーダー映像には

気付いていなかった。 

    夕食のため甲板員Ａ１と操舵及び見張りを交代した甲板員Ａ２は、明るい灯

火を表示したＣ船を右舷船首５～１０°に見るように追尾していたところ、２

個の操業中の小型漁船の灯火を左舷前方に、また、錨泊船の灯火を認め、これ

らの灯火からは十分に距離をとって航行した。 

    １９時４０分ごろ船長Ａ及び甲板員Ａ２は、「ゴトッゴトッ」と船体振動音を

聞き、流木に接触したと思ったが、左舷側を見ると転覆したＢ船を認めたので、

直ちに船長Ａは、自ら舵をとり、すべての照明灯を点灯してＢ船に接近した。 

    船長Ａは、ひっくり返った船底にはい上がっていた船長Ｂを救助し、Ｃ船に

報告するとともに、船内時計の時刻とＧＰＳの位置を書き留めた。 

  (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、小型底引き網漁を行うため、１５時００

分ごろ下関漁港を発し、漁場に向かった。 

    １６時００分ごろ藍島東方に至り操業を始め、第２回目の操業で南に向け速

力約１.５kn で引き網中、揚網の時期になったので、主機関のクラッチを中立

とし停止回転の約１,５００rpm にしたまま、作業灯を点灯し、船橋を出て船尾

に向かった。 

    船長Ｂが船尾に向かったのは、衝突の約３～５分前で、北方（船尾方向）に

Ｂ船の僚船の揚網中である灯火を認め、また、船尾甲板に作業灯を点灯した手

繰り船（Ｃ船）が、Ｂ船から約１００～５００ｍ離れ、Ｂ船とその僚船の間を

北西進していくのを認めた。 

    船尾甲板で引き網巻上げウインチを操作中、網の接続部分が上がってきたの

で、ウインチを止めて船尾端に行こうとしていたとき、突然大きな音を発して

左舷側からＡ船のバルバスバウが衝突し、ウインチに乗り上ってきた。 

    衝突後、Ｂ船は大量の海水が流入して転覆し、船長Ｂは船外に押し流された

が、船底に乗っていたところをＡ船に救助された。 

 

本事故の発生日時は、平成２０年９月４日１９時４０分ごろで、発生場所は、大藻

路岩灯標から真方位１００°１.７５Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 
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２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの口述によれば、船首に擦過傷が生じたが、修理の必要はなかった。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、左舷後部外板に破口が生じ、Ａ船の右舷側に横抱き

されて帰航中に沈没し、わずかに漏油が生じた。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

    船長Ａ 男性 ６７歳 

     五級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日  昭和５１年６月１１日 

      免 状 交 付 年 月 日  平成１７年６月２８日 

      免状有効期間満了日  （平成２２年７月１１日まで有効） 

    甲板員Ａ２ 男性 ５３歳 

     海技免状 なし 

    船長Ｂ 男性 ４７歳 

     二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日  平成２年６月７日 

      免許証交付日  平成１７年４月１３日 

              （平成２２年６月６日まで有効） 

 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長Ａ、甲板員Ａ２及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   船長Ａ 

   ① 主な乗船履歴 

     １９歳でまき網船、昭和３７年に底引き網漁船の甲板員、昭和５３年に船

長職となり、副漁労長、漁労長を経験したのち、平成９年５月、有限会社佐

賀水産（以下「Ａ社」という。）に入社した。 

   ② 健康状態 

     病気のために休暇をとったことはなく、健康状態は良好であった。 

     事故直前の平成２０年８月３１日～９月３日は、休漁のため自宅で過ごし
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た。 

   甲板員Ａ２ 

   ① 主な乗船履歴 

     遠洋漁業船に約１７年間勤務後、沿岸漁業船を経て、平成１７年にＡ社に

入社した。 

   ② 健康状態 

     健康状態は良好であった。 

   船長Ｂ 

   ① 主な乗船履歴 

     平成２年まで陸上の職業についていたが、同年、家業の漁船に乗り、海技

免許取得後、Ｂ船の船長をしていた。 

   ② 健康状態 

     健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     漁船登録番号  ＹＧ２－７８８５ 

     主たる根拠地  山口県長門市 

     船舶所有者  Ａ社 

     総 ト ン 数  ７５トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ３３.２７８ｍ×５.６５ｍ×２.４０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ４４０（漁船法馬力数） 

     推  進  器  固定翼プロペラ１個 

     進水年月日  昭和６３年６月４日 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＹＧ３－４５３５８ 

     主たる根拠地   山口県下関市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ２.９８トン 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  １０.５８ｍ×２.１４ｍ×０.６０ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基  



 - 6 -

     出    力  １５（漁船法馬力数） 

     推  進  器  固定翼プロペラ１個  

     進水年月日  昭和５６年４月１９日 

 

 2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、喫水は、船首約２.２ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述及び一般配置図によれば、次のとおりであった。 

     船橋には、中央に手動操舵装置及び磁気コンパス、左舷側に機関操縦装置、

右舷側に魚群探知機、ＧＰＳ及びレーダーが備えられていた。 

     船体、機関及び船橋の航海機器には故障又は不具合はなかった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

     前部甲板下に魚倉、船尾甲板に引き網用のウインチが備えられていた。 

     船体、機関及び船橋の航海機器には故障又は不具合はなかった。 

   (3) Ｃ船 

     Ｃ船の船長（以下「船長Ｃ」という。）及び甲板員（以下「甲板員Ｃ」とい

う。）の口述によれば、次のとおりであった。 

     Ｃ船は、Ａ船とともに２艘沖合底引き網漁業に従事する漁船で、船橋にお

いて船長Ｃが操船指揮をとり、甲板員Ｃが手動操舵について北西進していた。

船尾には、Ａ船の目標と乗組員の漁具等へのつまずき防止のため照明灯６個

を点灯していた。 

     Ｃ船は、Ｂ船を前方に認め、左舷側にかわして通過したが、後方のＡ船を

見ながら航行はしていなかったので、Ａ船がどのようにして衝突したのかは

見ていなかった。 

 

２.６ 灯火に関する情報 

   (1) Ａ船及びＣ船 

     船長Ａ及び船長Ｃの口述によれば、次の灯火を点灯していた。 

     マスト灯、左げん灯、右げん灯及び船尾灯（以下「航海灯」という。）並び
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に船尾の作業灯（５００Ｗを６個） 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、次の灯火を点灯していた。 

     航海灯並びにトロールにより漁ろうに従事している船舶の灯火（緑色及び

白色）、甲板作業用の笠付き作業灯（１００Ｗを３個）及び投光器（５００Ｗ

を１個） 

 

２.７ 事故水域に関する情報 

 海上保安庁刊行の海図及び九州沿岸水路誌によれば、本事故水域は、六連島又は藍

島付近から関門航路を利用する船舶、六連島～藍島間を南北に航行する船舶及び操業

漁船で輻輳している。 

 

２.８ 気象及び海象に関する情報 

2.8.1 気象観測値 

  本事故発生現場の南東方約５Ｍに位置する下関地方気象台の気象観測結果は次の

とおりであった。 

  １８時００分 天気 晴れ、風向 北北東、風速 １.８m/s、気温 ２７.２℃、

視程 ２５.０km 

  １９時００分 風向 東、風速 ２.０m/s、気温 ２５.７℃ 

  ２０時００分 風向 東北東、風速 １.８m/s、気温 ２５.２℃ 

 

2.8.2 潮汐等 

  海上保安庁刊行の潮汐表及び天測暦によれば、本事故当時、関門港は上げ潮の初

期で、月齢は約４.８日及び月没は２０時５７分ごろであった。 

 

2.8.3 乗組員の観測 

   (1) 船長Ａの口述によれば、天気は曇り、風力２～３の北寄りの風、波高１～

１.５ｍ、視界良好であった。 

   (2) 船長Ｂの口述によれば、天気は晴れ、強い北西風、波高約２ｍ、視界良好

であった。 
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３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

   １９時３０分ごろ、Ａ船は、船長Ａの操船指揮により、甲板員Ａ２の操舵及び

見張りで、Ｃ船の船尾作業灯を追尾目標とし、Ｃ船を右舷船首５～１０°方向、

距離約０.２３Ｍに保って、速力約８kn で北西進中、Ｂ船は、船長Ｂが船尾甲板

で揚網作業を行い、主機関のクラッチを中立として漂泊中、Ａ船とＢ船とが衝突

した。 

 

 3.1.2 衝突時刻及び場所並びに衝突状況 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 衝突時刻は１９時４０分ごろ、衝突場所は大藻路岩灯標から１００° 

１.７５Ｍ付近であった。 

   (2) Ａ船の船首とＢ船の左舷後部とが衝突した。 

 

３.２ 事故要因の分析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況 

    ① ２.４から、船長Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な海技免状又は操縦免許証

を有していた。 

    ② ２.４から、船長Ａ、船長Ｂ及び甲板員Ａ２は、健康状態は良好であった

ものと考えられる。 

   (2) 船舶の状況 

    ① ２.５から、Ａ船及びＢ船とも船体、機関、船橋の機器には故障又は不具

合はなかったものと考えられる。 

    ② ２.６から、Ａ船及びＣ船は航海灯のほか、船尾に５００Ｗの作業灯を６

個点灯し、また、Ｂ船は航海灯のほか、漁ろうに従事中の灯火、１００Ｗ

の甲板作業灯を３個及び５００Ｗの投光器を１個点灯していたものと考え

られる。 
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 3.2.2 見張り及び操船の状況 

   (1) Ａ船 

     ２.１及び 2.5.3(3)から、次のとおりであった。 

    ① 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、先行するＣ船の船尾作業灯を見つつ、ときお

り０.２５Ｍレンジのレーダーを見てＣ船との距離を約０.２３Ｍ離して、

速力約８kn とし、北西進していたが、Ｂ船に気付かなかったものと考えら

れる。 

    ② 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、Ｃ船に従っていれば安全に航行できると考え、

Ａ船とＣ船との間には他船はいないと思い込んで航行していたものと考え

られる。 

    ③ 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、レーダーをＣ船との距離を確認するため使用

し、見張りの手段として使用していなかったことから、Ｂ船の映像を認め

なかったものと考えられる。 

    ④ 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、Ｂ船の灯火がＣ船の船尾作業灯に紛れて視認

できなかった可能性があると考えられる。 

 

   (2) Ｂ船 

     ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

    ① 船長Ｂは、揚網のため船尾甲板の作業灯及び投光器を点灯し、船橋から

出て船尾に向かったが、この時点ではＡ船及びＣ船を認めていなかった。 

    ② 船長Ｂは、船尾甲板で揚網作業中、Ｂ船の後方に見えた灯火から、Ｂ船

の僚船が同様に揚網中であることを認め、その僚船の方向にＣ船がＢ船か

ら約１００～５００ｍ離れて通過するのを認めた。 

    ③ 船長Ｂは、通過するＣ船を認めたが、適切な見張りを行っていなかった

ことから、その後方約０.２３Ｍを追尾しているＡ船に気付かず、揚網作業

を行っていた。 

 

 3.2.3 気象及び海象に関する分析 

  ２.８から、天気は曇り又は晴れ、風力２～３の北寄りの風が吹き、潮汐は上げ潮

の初期にあたり、波高１.０～２.０ｍで、視界良好であったものと考えられる。 

 

 3.2.4 事故発生に関する分析 

  ２.１、３.１、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

    ① 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、先行するＣ船の船尾作業灯を見ながら距離を
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約０.２３Ｍとして速力約８kn で北西進していたが、Ｂ船に気付かなかっ

たものと考えられる。 

    ② 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、Ｃ船に従っていれば安全に航行できると考え、

Ａ船とＣ船との間には他船はいないと思い込んで航行していたものと考え

られる。 

    ③ 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、レーダーをＣ船との距離を確認するため使用

し、見張りの手段として使用していなかったことから、Ｂ船の映像を認め

なかったものと考えられる。 

    ④ 船長Ａ及び甲板員Ａ２は、Ｂ船の灯火がＣ船の船尾作業灯に紛れて視認

できなかった可能性があると考えられる。 

以上のことから、甲板作業灯を追尾目標にしているときは、その中に他船の灯火が

紛れる可能性があるので、レーダーレンジを切り替えるなどして他船の動向を把握す

るようにし、適切な見張りを行うことが望まれる。 

   (2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、揚網のため船尾甲板の作業灯及び投光器を点灯し、船橋から

船尾に向かったが、この時点ではＡ船及びＣ船を認めていなかったものと

考えられる。 

    ② 船長Ｂは、船尾甲板作業中、Ｂ船の後方に見えた灯火から、Ｂ船の僚船

が同様に揚網中であることを認め、その方向にＣ船が約１００～５００ｍ

離れて通過するのを認めたものと考えられる。 

    ③ 船長Ｂは、通過するＣ船を認めたが、適切な見張りを行っていなかった

ことから、その後方約０.２３Ｍを追尾しているＡ船に気付かず、揚網作業

を行っていたものと考えられる。 

以上のことから、揚網中も適切な見張りを行い、接近する船舶があれば、汽笛によ

り注意喚起することが望まれる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、夜間、北九州市藍島東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊して

操業中、Ａ船がＢ船に気付かずに航行し、また、Ｂ船が接近するＡ船に気付かなかっ

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ船がＢ船に気付かずに航行したのは、船長Ａ及び甲板員Ａ２が、Ｃ船に従ってい

れば安全に航行できると考え、Ａ船とＣ船との間には他船はいないと思い込んでいた
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ことによるものと考えられる。 

 Ｂ船が接近するＡ船に気付かなかったのは、船長Ｂが、適切な見張りを行っていな 

かったことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 

Ａ船 

衝突場所［平成２０年９月４日１９時４０分ごろ発生］ 

藍島 

六連島

関門航路 

大藻路岩灯標 

Ｂ船 

揚網中 約８kn 

 

Ａ船

Ｂ船

Ｂ船の僚船

Ｃ船




